
 
○
平
成
九
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
七
十
四
号
（
電
気
通
信
番
号
規
則
の
細
目
を
定
め
た
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

改 

正 

前 

第
一
条
（
略
） 

 

第
一
条
の
二 

規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も

の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
（
携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路

設
備
と
接
続
さ
れ
た
端
末
設
備
間
に
お
い
て
、
電
気
通
信
番
号
を
接
続
の
た
め
に
用
い

て
通
信
文
そ
の
他
の
情
報
を
伝
達
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。）
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
利
用
者
間
で
送
受
信
を
行
う
も
の
の
提
供
の
用

に
供
す
る
も
の 

 
 

二 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
役
務
の
う
ち
当
該
役

務
の
利
用
者
（
特
定
の
利
用
者
を
除
く
。）
が
当
該
役
務
を
利
用
す
る
際
、
電
気
通
信
番

号
を
認
識
で
き
る
も
の
又
は
直
接
若
し
く
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介
し
て
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
間
で
呼
の
接
続
を
行
う
も
の
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も

の 

 
 

三 

そ
の
他
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
も
の 

 

第
二
条
～
第
四
条
（
略
） 

第
一
条
（
略
） 

               

第
二
条
～
第
四
条
（
略
） 

 別
表

第
一
号
 
～
 別

表
第
三
号
（
略
）
 

 

 別
表
第
一
号
 
～
 別

表
第
三
号
（
略
）
 

 

  
 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別添４ 


